
青森市障がい者虐待防止センターから、障害者虐待の防止について説明いたします。
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はじめに、障害者虐待に関する報道発表を紹介します。
令和６年１２月２５日に、厚生労働省は、令和５年度都道府県、市区町村にお
ける障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）を発表しました。
障がいのあるかたが、家族や施設職員から虐待を受けた件数は、令和５年度は
3,477件で、過去最多でした。うち、障害者福祉施設職員などからの虐待件数は、
1,194件で、令和4年度から24.9%増となっています。
厚生労働省は、増加の要因について、虐待防止の職員研修が２０２２年から義務
付けられるなど通報意識が高まったこと、サービス提供事業所数、利用者数の増加、ま
た、グループホーム運営大手の株式会社恵が食材費を過大徴収した問題を、自治体が
経済的虐待と認定したことを挙げています。
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本資料では、虐待での減算について、障害者虐待とは何か、身体拘束について、虐
待が疑われる事案があった場合、虐待を防止するための取組、障害者虐待の動向につ
いて説明いたします。
すでに、各事業所において虐待防止研修等で周知を図っていることと思いますが、改め
てご確認ください。
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はじめに、障害福祉サービス等報酬の虐待防止に係る減算についてです。
令和６年４月の報酬改定の際に示された内容について再度ご確認ください。
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施設や事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、国が示す障害者虐
待防止措置が行われていない障害福祉サービス事業所等については、所定単位数から
１％を減算する虐待防止未実施減算が適用されることとなりました。
具体的には、一つ目に、虐待防止委員会を１年に１回以上開催するとともに、その
結果について従業者に周知徹底を図ること、二つ目に、従業者に対し、虐待防止のた
めの研修を１年に１回以上実施すること。三つ目に、虐待防止委員会の開催及び虐
待防止のための研修の実施を適切に実施するための担当者を置くこととされています。
この三つのうち、一つでも実施していない場合は、減算対象となりますのでご注意くださ
い。
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虐待防止措置未実施減算となった場合は、速やかに改善計画を都道府県知事等に
提出した後、運営基準を満たしていない状況が確認された月から３か月後に改善計画
に基づく改善状況を都道府県知事等に報告していただくことになります。
なお、都道府県知事等については、中核市に読み替えとなりますので、青森市の指定
を受けている事業所については、青森市役所障がい者支援課に改善計画の提出及び
改善状況の報告をしてください。
減算の期間については、運営基準を満たしていない状況が確認された月の翌月から改
善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算すること
になります。
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次に身体拘束等の適正化についてです。
身体拘束は原則禁止です。身体拘束については、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備運営
に関する基準の第４８条に規定されています。
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身体拘束等の適正化を推進するため、令和６年４月から、身体拘束廃止未実施
減算の減算額が見直されました。
減算の対象となる場合は、一つ目に身体拘束等に係る記録が行われていない場合、
二つ目に身体拘束適正化検討委員会を１年に１回以上開催していない場合、三つ
目に、身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合、四つ目に、身体拘束
等の適正化のための研修を１年に１回以上実施していない場合です。
これらのうち一つでも実施していない場合は減算対象となりますのでご注意ください。
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減算額については、施設・居住系サービスの場合は、所定単位数の１０％を減算、
訪問、通所系のサービスの場合は所定単位数の１％が減算となります。
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減算の期間等については、障害者虐待防止措置未実施減算と同様です。
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その他として、同性介助について、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、
サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の
意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨が、障害福祉サービス事業等
の指定基準の解釈通知に明記されています。
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続いて、障害者虐待について説明いたします。
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「障害者虐待防止法」では、障害者虐待を、養護者による虐待、障害者福祉施設従
事者等による虐待、使用者による虐待の３つに分類しています。
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障害者虐待防止法において、養護者とは、「障害者を現に養護するものであって、障
害者福祉施設従事者等及び使用者以外のものをいう」としています。
具体的には、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている家族、
親族、同居人等が該当となり、同居していなくとも、現に身辺の世話をしている親族、知
人等が養護者に該当する場合があります。
なお、１８歳未満の障がい児に対する養護者による虐待の通報や、通報に対する虐
待対応については、児童虐待防止法が適用されます。
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障害者福祉施設従事者等とは、障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等に
係る業務に従事する者とされています。
対象となる施設や事業の例を挙げておりますが、虐待が疑われる場合は、まず、障がい
者虐待防止センターへご相談ください。
また、障害者虐待防止法の適用とならない場合には、他の相談機関をご案内いたし
ます。
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障害者虐待防止法において、「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の
経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする
者と定義されています。
なお、使用者による障害者虐待については、年齢に関わらず、１８歳未満、６５歳
以上であっても、障害者虐待防止法が適用されます。

16



障害者虐待防止法にいう障害者は、どういったかたを指すのか確認しておきたいと思い
ます。
障害者虐待防止法において、障害者とは、障害者基本法第二条第１号に規定する
障害者を指します。
障害者基本法第二条第１号の条文には、「障害及び社会的障壁により継続的に日
常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」とされています。
手帳の有無については言及されていませんので、障害者虐待防止法では、手帳がな
いかたも、法に該当するような状態であれば障害者ということになります。
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次に、虐待の類型について説明いたします。
障害者虐待は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待
の５つに分かれますので、一つづつ確認していきます。
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一つ目は身体的虐待についてです。
身体的虐待には、暴力行為、本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検
討せずに障害者を乱暴に扱う行為、正当な理由のない身体拘束が該当し、刑法の殺
人罪、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪の対象になる場合があります。
具体的な行為については、スライドの内容をご確認ください。身体拘束については、この
後改めて説明いたします。
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二つ目は、性的虐待についてです。
あらゆる形態の性的な行為又はその強要が性的虐待に該当し、刑法の不同意わいせ
つ罪、不同意性交等罪の対象になる場合があります。
具体的な行為については、スライドの内容をご確認ください。
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三つ目は、心理的虐待についてです。
心理的虐待には、威嚇的な発言・態度、侮辱的な発言・態度、障害者や家族の存
在や行為、尊厳を否定、無視するような発言・態度、障害者の意欲や自立心を低下さ
せる行為、交換条件の提示、心理的に障害者を不当に孤立させる行為、その他著しい
心理的外傷を与える言動が該当し、刑法の脅迫罪、強要罪、名誉棄損罪、侮辱の対
象になる場合があります。
具体的な行為については、スライドの内容をご確認ください。
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四つ目は、放棄・放置についてです。
必要とされる支援や介助を怠り、障害者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる
行為、障害者の状態に応じた診療や支援を怠ったり、医学診断を無視した行為、必要
な用具の使用を限定し、障害者の要望や行動を制限させる行為、障害者の権利や尊
厳を無視した行為又はその行為の放置、その他職務上の義務を著しく怠ることを指し、
刑法の保護責任者遺棄罪の対象になる場合があります。
具体的な行為については、スライドの内容をご確認ください。
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五つ目は、経済的虐待についてです。
経済的虐待は、本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使
用を理由なく制限するものです。表面上、同意したとしても本心かどうかを見極める必要
があります。経済的虐待は、刑法の窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪の対象になる場
合があります。
具体的な行為としてはスライドをご確認ください。
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次に、身体拘束について説明いたします。
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正当な理由なく障害者の身体を拘束することは、身体的虐待とされます。
やむを得ず身体拘束をする場合であっても、必要性を慎重に判断するとともに、身体
拘束をする範囲を最小限にしなければなりません。適切な手順を踏むことはもちろんです
が、身体拘束解消に向けての道筋を明確にして、職員全体で取り組む必要があります。
身体拘束に該当すると考えられる行為をスライドに載せていますので、ご確認ください。
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障害者の身体状況に合わせて、変形や拘縮を防止し、体幹を安定させることで活動
性を高める目的で使用されるベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断する
ことは適切でありません。
例えば、車いすで座位を取れる利用者ではあるけれど、体幹の筋力が弱く、支えがない
と転落する危険が高いかたには、体幹のベルトは必要です。
必要があって使用しているベルトやテーブルであっても、その状態で漫然と長時間放置
することは、身体拘束に該当する場合もありますので、医師や理学療法など、専門職の
意見も踏まえて、どういった時に使用するのかを明確にする必要があります。また、本人・
家族の意見も定期的に確認し、併せて個別支援計画に記載する必要があります。
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身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性といった要件を全て満たしている
必要があります。
その判断は組織で慎重に行う必要があります。
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身体拘束を行う際の手続きについてです。
身体拘束を行うかどうかの決定は、個別支援会議等で、組織として慎重に検討して決
定します。
個別支援計画には、どのような拘束をするのか、拘束する時間、どういった理由かを記
載します。
本人や家族に身体拘束の必要性や、どういった場面で身体拘束を行うのか、また、どう
いった支援を行い、身体拘束を解消させていくか等十分に説明を行い、了解してもらいま
す。
実際に、身体拘束を行った場合は、緊急やむを得ない理由や行った時間、身体拘束
中の状況等について記録に残します。
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では、虐待が疑われる事案があった場合どのように対応するのか見ていきます。
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障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した
場合、速やかに、市町村に通報する義務があります。
職場の虐待防止マニュアルに沿って、行動することも必要です。直属の上司や管理責
任者に報告し、通報してもらうことになっていても、上司や責任者が通報しなかった場合
は、うやむやにせず、自ら通報してください。
障害者福祉施設等の管理者やサービス管理責任者等が、障害者福祉施設等の内
部で起きた障害者虐待の疑いについて、職員から相談を受け、職員からの相談内容や
虐待を受けたとされる障害者の様子等から、虐待の疑いを感じた場合は、相談を受けた
管理者等も市町村に通報する義務が生じます。
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青森市障がい者虐待防止センターでは、毎日、２４時間、障がいのあるかたに対する
虐待についての相談・通報・届出を受付けています。
障がい者虐待防止センターは障がい者支援課内にあります。平日の開庁時間であれ
ば、障がい者支援課でご相談いただけますが、閉庁時間、閉庁日のご相談はまずは電
話でご連絡ください。
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障害者福祉施設等の虐待を発見した職員が、直接市町村に通報する場合、通報し
た職員は、障害者虐待防止法で保護されます。
施設の設置者・管理者等は障害者虐待防止法の趣旨を認識するとともに、通報義
務に基づいて適切に虐待通報を行おうとする、又は行った職員等に対して解雇その他
不利益な取扱いをすることがないよう、通報等を理由とする不利益な取扱いの禁止措
置や保護規定の存在について理解を深めることが必要です。
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市町村に虐待の通報・届出をすると、市町村及び都道府県が事実を確認するために、
利用者やご家族、障害者福祉施設等関係者から聞き取りや調査をさせていただきます。
そこで、調査にあたってお願いがあります。
調査は、施設内で聞き取りをさせていただく場合が多いです。お忙しい中、大変恐縮で
すが、秘密が守られ、安心して話せる場所の設定が必要となりますので、聞き取りに適
切な場所のご提供をお願いいたします。
また、勤務表や個別支援計画、介護記録等を確認させていただく場合がありますので、
ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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虐待があった場合の施設の対応ですが、まずは、虐待を受けた利用者の安全を最優
先させます。虐待を行った職員がその後も同じ部署で勤務を続けることによって、虐待を
受けた利用者が不安や恐怖を感じ続けるような事態とならないよう、利用者が安心でき
る環境とする必要があります。
また、事実確認を行った上で、虐待を受けた障害者や家族に対して、謝罪を含めて誠
意ある対応を行います。
虐待事案の内容によっては、法人の役員が同席した上で家族会を開き、説明と謝罪
を行い、信頼回復に努める必要があります。
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厚生労働省の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法
律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書では、虐待の発生要因を、スライド
にある表58の5つに分類しています。
これによると、「教育・知識・介護技術に関する問題」が最も多く、次に「職員のストレス
や感情コントロールの問題」となっています。
虐待を行った職員には、虐待を起こした背景について聞き取り、原因を分析します。小
さな不適切な対応が積み重なった結果、虐待につながってしまうケースも考えられるため、
経過の把握も必要です。
虐待が起きてしまった原因を明らかにし、どうしたら虐待を防ぐことができたのかを振り返
るとともに、行政の改善指導等に従い、今後の再発防止に向けた取組を行います。
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厚生労働省の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法
律」に基づく対応状況等に関する調査結果報告書では、虐待が認められた施設等に事
実確認調査を行った際に確認した虐待防止に関する取組は、「職員に対する虐待防
止に関する研修の実施」が最も多く、次いで「虐待防止委員会の開催、従業者への検
討結果の周知」という結果でした。
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「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」では、まず、「障害
者福祉施設、障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法の理解と対応」を
使って、法人の全職員が職場単位等で必ず読み合わせを行い、障害者虐待防止法に
関する基本的な理解を得るようにと記載されています。
次に、人権意識や専門的知識、支援技術の向上を図るために、人材育成の研修を
計画的に実施していく必要があるとしています。研修例と留意点をスライドに挙げましたの
で参考にしていただければと思います。
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先ほど、「法人の全職員にお読みいただきたい」とお伝えした、「障害者福祉施設、障
害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法の理解と対応」です。厚生労働省
ホームページからダウンロードできます。
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虐待を防止するための取組についてです。
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日常的な支援場面等の把握というところでは、障害者虐待を防止するためには、管理
者が現場に直接足を運び、支援場面の様子をよく見たり、雰囲気を感じたりして、不適
切な対応が行われていないか日常的に把握しておくことが重要です。
性的虐待や経済的虐待についても、日常的な支援で不適切な対応が行われないよ
う、取組例を挙げておりますのでご確認ください。
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他には、風通しのよい職場づくり、虐待防止のための具体的な環境整備に挙げている
ことが虐待防止の取組の例として考えられます。
職員のメンタルヘルスの向上を図るために、職場でのストレスを把握する必要があると
思いますが、厚生労働省ホームページでは、「職業性ストレス簡易調査票」の設問に
チェックすると回答の評価が表示されるコンテンツがありますので、ご活用ください。
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最後に、障害者虐待の動向です。
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冒頭でもお伝えしましたが、障害者虐待件数は令和５年度過去最多となりました。
スライドは、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の経年グラフです。
スライドにはありませんが、養護者による虐待件数も過去最多となっています。
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障害者福祉施設従事者等による障害者虐待では、身体的虐待が最も多く、次いで、
心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、放棄・放置の順でした。
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こちらもご参照ください。
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青森市でも通報等は令和５年度は最多件数でした。50件のうち障害者福祉施設
従事者等による虐待についての通報等は17件でした。
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虐待の類型は、身体的虐待、心理的虐待が多い傾向でした。
被虐待者の障がい種別は、知的障がい、精神障がいのかたが多いです。
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障害者虐待防止の説明は以上となりますが、今回の資料に加え、参考資料としてスラ
イドに載せております「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」
等をご確認いただきながら、障害者支援に関する関心を更に深め、障害のあるかたが安
心して生活できるよう取り組んでいただければと思います。
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